
 

市会議案第２４号  
   吹田市議会会議規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて  
 上記の議案を提出する。 
  平成２７年８月５日提出  

       吹田市議会議会運営委員会委員長  藤木 栄亮 



 

吹田市議会規則第  号 

 

   吹田市議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

 

吹田市議会会議規則（昭和４３年吹田市議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条中「出席できない」を「出席することができない」に、「付け」を「明らか

にして」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 議員は、産前又は産後の期間にあるため出席することができないときは、期間を

定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

第８０条中「出席できない」を「出席することができない」に、「付け」を「明ら

かにして」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 委員は、産前又は産後の期間にあるため出席することができないときは、期間を

定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。 

 

   附 則 

この規則は、平成２７年８月５日から施行する。



( 3 ) 

市会議案第２４号参考資料 

吹田市議会会議規則現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻

までに議長に届け出なければならない。 

 

 

 

（欠席の届出） 

第８０条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時

刻までに委員長に届け出なければならない。 

 

（欠席の届出） 

第２条 議員は、事故のため出席することができないときは、その理由を明らかにし

て、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 

２ 議員は、産前又は産後の期間にあるため出席することができないときは、期間を

定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

 

（欠席の届出） 

第８０条 委員は、事故のため出席することができないときは、その理由を明らかに

して、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 

２ 委員は、産前又は産後の期間にあるため出席することができないときは、期間を

定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。 

 


